
用途地域図 都市計画道路及び都市計画公園配置図

（注）本図は一般参考図です。詳細は名古屋市住宅都市局に
　　備えてあります縦覧用図書などを参照してください。
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上段の数値：容積率の限度
　　　　　　　（数値は10に対する値）
下段の数値：建蔽率の限度
　　　　　　　（数値は10に対する値）

数値：容積率の限度
　　　　（数値は10に対する値）

〈建蔽率の限度は一般規制として近隣商業地域・商業地域は8割、
第1種住居地域・第2種住居地域・準住居地域・準工業地域・工
業地域は6割〉

【】内の数値は、名古屋駅・伏見・栄都
市機能誘導地区計画等による容積率
の最高限度（数値は10に対する値）（た

だし、市長が都市機能の増進及び市街地の環境の整備改善に
資すると認めた建築物については、指定容積率を限度に市長が
指定した数値）
なお、上記地区計画の区域外においても、その他の地区計画又
は地域地区等により建築物等の制限が定められている場合あり。

建蔽率とは建築物の建築面積の敷地面積に対する割合
容積率とは建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合
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（注）名古屋市では、この他に、都市計画で定める地域地区として、生産緑地
　   地区を指定しています。


